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4章 実施体制の検討

1. プロジェクトの実施体制の検討

（1） 事業主体の検討

事業主体に民間事業者を対象とした場合、業種別に以下のように整理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

比較検討の結果、塩竈市内から排出される廃食用油の大半が水産加工業関連事業

者からであること、立地条件的に水産加工業事業者が集積している水産加工団地内に

あること、近隣に塩竈市清掃工場があることから収集車両の給油や家庭からのごみの

回収と同時に廃食用油の回収も検討可能となるなどの観点からケース１の水産加工関

連事業者を事業主体としてモデル検討を行うものとする。 

 

 

 

ケース１：水産加工関連事業者が事業主体の場合 

ケース２：リサイクル関連事業者が事業主体の場合 

ケース３：燃料販売事業者が事業主体の場合 
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（2） プロジェクトの実施体制

プロジェクトの実施においては、以下のような体制が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-1 実施体制（案） 
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